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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月2日(2019.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局との間で通信可能な無線端末であって、
　それぞれの前記基地局との間の過去の通信時における、少なくとも前記無線端末の位置
情報と前記基地局に関する情報とを通信履歴として蓄積する蓄積部と、
　前記無線端末の位置情報を取得する取得部と、
　前記無線端末の位置情報と前記蓄積部に蓄積された前記通信履歴とに基づいて、前記複
数の基地局から、データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優
先度の高い接続準備基地局とを少なくとも導出する導出部と、
　前記接続対象基地局との間での接続試行が成功した場合に、前記データ通信を行う通信
部と、
　前記接続対象基地局との通信が切断した場合に、前記データ通信に用いる接続対象基地
局を前記接続準備基地局に切り替える基地局管理部と、を備え、
　前記基地局に関する情報は、前記無線端末との通信切断に基づく通信切断基地局である
旨の情報を含み、
　前記導出部はさらに、前記通信切断基地局からの信号が前記通信部により受信された場
合に、その通信切断基地局を、前記接続準備基地局又は前記接続準備基地局の次に接続優
先度が高い接続準備候補基地局として導出する、
　無線端末。
【請求項２】
　複数の基地局との間で通信可能な無線端末であって、
　それぞれの前記基地局との間の過去の通信時における、少なくとも前記無線端末の位置
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情報と前記基地局に関する情報とを通信履歴として蓄積する蓄積部と、
　前記無線端末の位置情報を取得する取得部と、
　前記無線端末の位置情報と前記蓄積部に蓄積された前記通信履歴とに基づいて、前記複
数の基地局から、データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優
先度の高い接続準備基地局とを少なくとも導出する導出部と、
　前記接続対象基地局との通信切断を検出する監視部と、
　前記接続対象基地局との間での接続試行が成功した場合に、前記データ通信を行う通信
部と、
　前記接続対象基地局との通信切断が検出された場合に、前記データ通信に用いる接続対
象基地局を、前記無線端末との接続優先度が前記接続対象基地局及び前記接続準備基地局
よりも低い通信切断基地局に切り替える基地局管理部と、を備える、
　無線端末。
【請求項３】
　前記導出部は、前記無線端末の位置情報と前記通信履歴に含まれる前記無線端末の位置
情報とに基づく距離が小さいｎ個（ｎ：２以上の整数）の通信履歴の中で、割り当て回数
が多い順に前記接続対象基地局及び前記接続準備基地局を導出する、
　請求項１又は２に記載の無線端末。
【請求項４】
　前記導出部は、前記距離が所定の閾値以下である場合に、前記ｎ個の通信履歴の中で、
割り当て回数が多い順に前記接続対象基地局及び前記接続準備基地局を導出する、
　請求項３に記載の無線端末。
【請求項５】
　前記蓄積部は、それぞれの前記基地局との間のデータ通信量の情報を前記通信履歴とし
て更に蓄積し、
　前記導出部は、前記無線端末の位置情報と前記通信履歴に含まれる前記無線端末の位置
情報とに基づく距離が小さいｎ個（ｎ：２以上の整数）の通信履歴の中で、前記データ通
信量が多い順に前記接続対象基地局及び前記接続準備基地局を導出する、
　請求項１又は２に記載の無線端末。
【請求項６】
　前記接続対象基地局との間で前記データ通信が行われると、前記データ通信に関する前
記接続対象基地局に関する情報を、前記無線端末の位置情報に対応付けた通信履歴として
前記蓄積部に蓄積する更新部、を更に備える、
　請求項１又は２に記載の無線端末。
【請求項７】
　前記導出部は、前記導出部により導出された前記接続対象基地局との接続試行が失敗し
た場合に、導出した前記接続準備基地局を前記データ通信に用いる接続対象基地局として
導出する、
　請求項１又は２に記載の無線端末。
【請求項８】
　前記導出部は、前記無線端末の位置情報と前記通信履歴に含まれる前記無線端末の位置
情報とに基づく距離が小さいｎ個（ｎ：２以上の整数）の通信履歴に基づいて、前記接続
準備基地局の次に接続優先度が高い、１つ以上の接続準備候補基地局を導出する、
　請求項１又は２に記載の無線端末。
【請求項９】
　前記通信履歴は、前記接続対象基地局と前記無線端末との間の通信切断の発生回数情報
を更に含み、
　前記導出部は、前記距離が小さいｎ個の通信履歴の中で、前記割り当て回数と前記通信
切断の発生回数情報との差分に基づいて、前記接続対象基地局及び前記接続準備基地局を
導出する、
　請求項３に記載の無線端末。
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【請求項１０】
　前記無線端末の位置情報は、緯度、経度及び高度を有し、
　前記導出部は、前記緯度、経度及び高度のうち、前記高度を優先して前記距離を導出す
る、
　請求項３に記載の無線端末。
【請求項１１】
　複数の基地局との間で通信可能な無線端末における基地局切替方法であって、
　それぞれの前記基地局との間の過去の通信時における、少なくとも前記無線端末の位置
情報と前記基地局に関する情報とを通信履歴として蓄積部に蓄積するステップと、
　前記無線端末の位置情報を取得するステップと、
　前記無線端末の位置情報と前記蓄積部に蓄積された前記通信履歴とに基づいて、前記複
数の基地局から、データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優
先度の高い接続準備基地局とを少なくとも導出するステップと、
　前記接続対象基地局との間での接続試行が成功した場合に、前記データ通信を行うステ
ップと、
　前記接続対象基地局との通信が切断した場合に、前記データ通信に用いる接続対象基地
局を前記接続準備基地局に切り替えるステップと、を有し、
　前記基地局に関する情報は、前記無線端末との通信切断に基づく通信切断基地局である
旨の情報を含み、
　前記データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優先度の高い
接続準備基地局とを少なくとも導出するステップはさらに、前記通信切断基地局からの信
号が受信された場合に、その通信切断基地局を、前記接続準備基地局又は前記接続準備基
地局の次に接続優先度が高い接続準備候補基地局として導出する、
　基地局切替方法。
【請求項１２】
　複数の基地局との間で通信可能な無線端末における基地局切替方法であって、
　それぞれの前記基地局との間の過去の通信時における、少なくとも前記無線端末の位置
情報と前記基地局に関する情報とを通信履歴として蓄積部に蓄積するステップと、
　前記無線端末の位置情報を取得するステップと、
　前記無線端末の位置情報と前記蓄積部に蓄積された前記通信履歴とに基づいて、前記複
数の基地局から、データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優
先度の高い接続準備基地局とを少なくとも導出するステップと、
　前記接続対象基地局との通信切断を検出するステップと、
前記接続対象基地局との間での接続試行が成功した場合に、前記データ通信を行うステッ
プと、
　前記接続対象基地局との通信切断が検出された場合に、前記データ通信に用いる接続対
象基地局を、前記無線端末との接続優先度が前記接続対象基地局及び前記接続準備基地局
よりも低い通信切断基地局に切り替えるステップと、を有する、
　基地局切替方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本開示は、複数の基地局との間で通信可能な無線端末であって、それぞれの前記基地局
との間の過去の通信時における、少なくとも前記無線端末の位置情報と前記基地局に関す
る情報とを通信履歴として蓄積する蓄積部と、前記無線端末の位置情報を取得する取得部
と、前記無線端末の位置情報と前記蓄積部に蓄積された前記通信履歴とに基づいて、前記
複数の基地局から、データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続
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優先度の高い接続準備基地局とを少なくとも導出する導出部と、前記接続対象基地局との
間での接続試行が成功した場合に、前記データ通信を行う通信部と、前記接続対象基地局
との通信が切断した場合に、前記データ通信に用いる接続対象基地局を前記接続準備基地
局に切り替える基地局管理部と、を備え、前記基地局に関する情報は、前記無線端末との
通信切断に基づく通信切断基地局である旨の情報を含み、前記導出部はさらに、前記通信
切断基地局からの信号が前記通信部により受信された場合に、その通信切断基地局を、前
記接続準備基地局又は前記接続準備基地局の次に接続優先度が高い接続準備候補基地局と
して導出する、無線端末を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本開示は、複数の基地局との間で通信可能な無線端末における基地局切替方法で
あって、それぞれの前記基地局との間の過去の通信時における、少なくとも前記無線端末
の位置情報と前記基地局に関する情報とを通信履歴として蓄積部に蓄積するステップと、
前記無線端末の位置情報を取得するステップと、前記無線端末の位置情報と前記蓄積部に
蓄積された前記通信履歴とに基づいて、前記複数の基地局から、データ通信に用いる接続
対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優先度の高い接続準備基地局とを少なくとも
導出するステップと、前記接続対象基地局との間での接続試行が成功した場合に、前記デ
ータ通信を行うステップと、前記接続対象基地局との通信が切断した場合に、前記データ
通信に用いる接続対象基地局を前記接続準備基地局に切り替えるステップと、を有し、前
記基地局に関する情報は、前記無線端末との通信切断に基づく通信切断基地局である旨の
情報を含み、前記データ通信に用いる接続対象基地局と前記接続対象基地局の次に接続優
先度の高い接続準備基地局とを少なくとも導出するステップはさらに、前記通信切断基地
局からの信号が受信された場合に、その通信切断基地局を、前記接続準備基地局又は前記
接続準備基地局の次に接続優先度が高い接続準備候補基地局として導出する、基地局切替
方法を提供する。
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